
北名古屋水道企業団競争入札資格審査事務取扱規程 

昭和５８年４月１５日 

規程第１号 

（目的） 

第１条 この規程は、本企業団の発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他

の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格、資格審査の申請に基づき、資格審査事務の取扱いについ

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 競争入札に参加する者の資格格付審査を行うため、北名古屋水道企業団競

争入札参加者資格審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第３条 委員会は、事務局長、次長及び課長職にある者（これに相当する職にある

者を含む。以下「委員」という。）をもって組織する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員長は、事務局長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

５ 委員会は、資格格付審査の結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとす

る。 

（受付期間） 

第６条 受付期間は、告示で定めた期間とする。ただし、委員長が必要と認めた場

合は、この限りでない。 



（審査期間） 

第７条 委員長は、入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）の提出期

限後３０日以内に資格の審査並びに格付をしなければならない。 

２ 前条ただし書による申請書に係る格付については、必要に応じて委員会に付す

ることができる。ただし、緊急を要する場合には、委員長の専決により決定する

ことができる。 

３ 前項の規定により資格格付審査をしたときは、第５条第５項の規定を準用する。 

（庶務） 

第８条 委員会の事務は、総務課において処理する。 

（審査） 

第９条 建設工事業者の資格審査は、本企業団告示の規定により提出された申請書

に基づき、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第の規定によ

る経営事項審査結果の総合評定値により行うものとする。 

２ 建設工事業者以外の資格審査は、本企業団告示の規定により提出された申請書

によって行うものとする。 

（格付） 

第10条 前条第１項の規定による総合評定値に基づき、別表に定める格付基準によ

り等級の格付をする。 

２ 格付した等級は、公表しない。ただし、申請者の申し出があった場合には、当

該申請者に係る格付を通知することができる。 

（有効期間） 

第11条 資格格付の有効期間は、告示で定めた期間とする。ただし、第７条第２項

の規定による格付の有効期間は、委員会が定める。 

（雑則） 

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会

で定める。 

附 則 

１ この規程は、昭和５８年５月１日から施行する。 

２ 西春日井郡東部水道企業団土木建築工事入札参加者選定要綱（昭和５４年西春

日井郡東部水道企業団要綱第１号）は、廃止する。 



附 則 

この規程は、令和７年６月２０日から施行する。 

別表（第１０条第１項関係） 

格付基準 

等級 総合評定値 

A 900以上 

B 700以上～900未満 

C 500以上～700未満 

D 500未満 

 


